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介
護
職
員
を
置
い
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、
同
号
ロ
]
の
表
以
外
の
部
分
中
「
及
び
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
」
を
削
り
、
同
号
ロ
]
の
表
中「（
当
該
指
定
介
護
予

防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
同
条
に
定
め
る
員
数
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
医
師
を
置
い
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
該
指
定

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職

員
及
び
介
護
職
員
を
置
い
て
い
る
場
合
を
含
む
。）」、「（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入

所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員

を
置
い
て
お
り
、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員
の
員
数
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
看
護
師
を
置
い
て
い
な
い

場
合
を
含
む
。）」、「（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト

部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
、同
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
を
置
い
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。）」

及
び「（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介

護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
定
め
る
員
数
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
医
師
を
置
い
て
お

ら
ず
、
か
つ
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
に
つ
い
て
、
同
条

に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
を
置
い
て
お
り
、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員
の
員
数
に
百
分
の
二
十
を

乗
じ
て
得
た
数
の
看
護
師
を
置
い
て
い
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
り
、
同
号
ロ
^
の
表
以
外
の
部
分
中
「
及
び
一
部

ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
」
を
削
り
、
同
号
ロ
^
の
表
中「（
当
該

指
定
介
護
予
防
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
定
め
る
員
数
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
医
師
を
置
い
て
お
ら

ず
、
か
つ
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
に
定
め
る
員
数

の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
を
置
い
て
い
る
場
合
を
含
む
。）」、「（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所

が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予

防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
を

置
い
て
お
り
、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員
の
員
数
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
看
護
師
を
置
い
て
い
な
い
場

合
を
含
む
。）」、「（
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入

所
療
養
介
護
事
業
所
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部

分
に
つ
い
て
、
同
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員
又
は
介
護
職
員
を
置
い
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。）」
及
び「（
当
該

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
が
、
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
定
め
る
員
数
に
百
分
の
六
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
医
師
を
置
い
て
お
ら
ず
、か
つ
、

当
該
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
の
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
に
つ
い
て
、
同
条
に
定
め
る
員
数
の
看
護
職
員

及
び
介
護
職
員
を
置
い
て
お
り
、
同
条
に
定
め
る
看
護
職
員
の
員
数
に
百
分
の
二
十
を
乗
じ
て
得
た
数
の
看
護
師
を

置
い
て
い
る
場
合
を
含
む
。）」
を
削
る
。

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
ハ
\
_

中「（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
第
五
十
条
に
規
定
す
る
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
あ
っ
て
は
、
入
所
定
員
が
三
十
一
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
ユ
ニ
ッ
ト

部
分
以
外
の
部
分
の
定
員
が
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。）」
を
削
り
、
同
号
ハ
]
_

中「（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介

護
老
人
福
祉
施
設
に
あ
っ
て
は
、
入
所
定
員
が
三
十
人
で
あ
る
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
以
外
の
部
分
の
定
員
が
五
十
一

人
以
上
で
あ
る
こ
と
。）」
を
削
り
、
同
号
ハ
^
_

中「（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
あ
っ
て
は
、

入
所
定
員
が
三
十
一
人
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
ユ
ニ
ッ
ト
部
分
の
定
員
が
五
十
人
以
下
で
あ
る
こ
と
。）」
を
削
り
、

同
号
ハ
_
_

中「（
一
部
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
あ
っ
て
は
、
入
所
定
員
が
三
十
人
で
あ
る
又
は
ユ

ニ
ッ
ト
部
分
の
定
員
が
五
十
一
人
以
上
で
あ
る
こ
と
。）」
を
削
る
。

諸

事

項

破
産
手
続
開
始
及
び
免
責
許
可
申

立
て
に
関
す
る
意
見
申
述
期
間

次
の
破
産
事
件
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
破
産
手
続

を
開
始
し
た
。
破
産
財
団
に
属
す
る
財
産
の
所
持
者
及
び

破
産
者
に
対
し
て
債
務
を
負
担
す
る
者
は
、
破
産
者
に
そ

の
財
産
を
交
付
し
、
又
は
弁
済
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

平
成
２
３
年
（
フ
）
第
９
３
０
号

東
京
都
青
梅
市
長
淵
４
丁
目

3
7
4番
地
の
１
グ
ラ
ン

ツ
東
青
梅
Ò
番
館
9
0
2号

債
務
者
福
岡
良
二

１
決
定
年
月
日
時
平
成
2
3年
８
月
４
日
午
後
５
時

２
主
文
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
を
開
始
す
る
。

３
破
産
管
財
人
弁
護
士
持
田
光
則

４
破
産
債
権
の
届
出
期
間
平
成
2
3年
９
月
９
日
ま
で

５
財
産
状
況
報
告
集
会
・
一
般
調
査
・
廃
止
意
見
聴

取
・
計
算
報
告
・
免
責
審
尋
の
期
日
平
成
2
3年

1
0月

1
1日
午
前
1
0時

3
0分

６
免
責
意
見
申
述
期
間
平
成
2
3年

1
0月

1
1日
ま
で

東
京
地
方
裁
判
所
立
川
支
部
民
事
第
４
部

平
成
２
３
年
（
フ
）
第
２
４
３
号

佐
賀
県
佐
賀
市
鍋
島
町
大
字
八
戸
溝
3
8
8番
地
２

債
務
者
西
山
眞
佐
野

１
決
定
年
月
日
時
平
成
2
3年
８
月
２
日
午
前
1
1時

２
主
文
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
を
開
始
す
る
。

３
破
産
管
財
人
弁
護
士
池
田
晃
太
郎

４
破
産
債
権
の
届
出
期
間
平
成
2
3年
９
月
1
6日
ま
で

５
財
産
状
況
報
告
集
会
・
一
般
調
査
・
廃
止
意
見
聴

取
・
計
算
報
告
・
免
責
審
尋
の
期
日
平
成
2
3年

1
0月

1
3日
午
後
１
時
4
5分

６
免
責
意
見
申
述
期
間
平
成
2
3年

1
0月

1
2日
ま
で

佐
賀
地
方
裁
判
所
民
事
部
破
産
係

平
成
２
３
年
（
フ
）
第
１
８
３
号

広
島
県
福
山
市
大
谷
台
１
丁
目
1
7番

1
1号

債
務
者
山
本

忍
１
決
定
年
月
日
時
平
成
2
3年
８
月
５
日
午
後
０
時

２
主
文
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
を
開
始
す
る
。

３
破
産
管
財
人
弁
護
士
塚
本
義
政

４
破
産
債
権
の
届
出
期
間
平
成
2
3年
９
月
2
2日
ま
で

５
財
産
状
況
報
告
集
会
・
一
般
調
査
・
廃
止
意
見
聴

取
・
計
算
報
告
・
免
責
審
尋
の
期
日
平
成
2
3年

1
0月

2
1日
午
前
1
0時

1
5分

６
免
責
意
見
申
述
期
間
平
成
2
3年

1
0月

1
4日
ま
で

広
島
地
方
裁
判
所
福
山
支
部
再
生
・
破
産
係

平
成
２
３
年
（
フ
）
第
１
１
２
２
２
号

埼
玉
県
川
口
市
本
町
３
丁
目
２
`
2
1
`
2
0
1

債
務
者
水
谷
悦
夫

１
決
定
年
月
日
時
平
成
2
3年
８
月
４
日
午
後
５
時

２
主
文
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
を
開
始
す
る
。

３
破
産
管
財
人
弁
護
士
小
坂
俊
介

４
破
産
債
権
の
届
出
期
間
平
成
2
3年
９
月
１
日
ま
で

５
財
産
状
況
報
告
集
会
・
一
般
調
査
・
廃
止
意
見
聴

取
・
計
算
報
告
・
免
責
審
尋
の
期
日
平
成
2
3年

1
0月

７
日
午
後
１
時
3
0分

６
免
責
意
見
申
述
期
間
平
成
2
3年

1
0月
７
日
ま
で

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
2
0部

平
成
２
３
年
（
フ
）
第
１
１
２
２
３
号

埼
玉
県
川
口
市
本
町
３
丁
目
２
`
2
1
`
2
0
1

債
務
者
水
谷
利
江
子

１
決
定
年
月
日
時
平
成
2
3年
８
月
４
日
午
後
５
時

２
主
文
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
を
開
始
す
る
。

３
破
産
管
財
人
弁
護
士
小
坂
俊
介

４
破
産
債
権
の
届
出
期
間
平
成
2
3年
９
月
１
日
ま
で

５
財
産
状
況
報
告
集
会
・
一
般
調
査
・
廃
止
意
見
聴

取
・
計
算
報
告
・
免
責
審
尋
の
期
日
平
成
2
3年

1
0月

７
日
午
後
１
時
3
0分

６
免
責
意
見
申
述
期
間
平
成
2
3年

1
0月
７
日
ま
で

東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
2
0部

平
成
２
３
年
（
フ
）
第
９
２
９
号

東
京
都
青
梅
市
長
淵
４
丁
目

3
7
4番
地
の
１
グ
ラ
ン

ツ
東
青
梅
Ò
番
館
9
0
2号

債
務
者
山
野
辺
直
子

１
決
定
年
月
日
時
平
成
2
3年
８
月
４
日
午
後
５
時

２
主
文
債
務
者
に
つ
い
て
破
産
手
続
を
開
始
す
る
。

３
破
産
管
財
人
弁
護
士
持
田
光
則

４
破
産
債
権
の
届
出
期
間
平
成
2
3年
９
月
９
日
ま
で

５
財
産
状
況
報
告
集
会
・
一
般
調
査
・
廃
止
意
見
聴

取
・
計
算
報
告
・
免
責
審
尋
の
期
日
平
成
2
3年

1
0月

1
1日
午
前
1
0時

3
0分

６
免
責
意
見
申
述
期
間
平
成
2
3年

1
0月

1
1日
ま
で

東
京
地
方
裁
判
所
立
川
支
部
民
事
第
４
部
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